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千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業企画提案（プロポーザル）募集要項 

 

１ 事業の目的 

県と協定を締結した支援事業者が太陽光発電設備及び定置用リチウムイオン蓄電システム（以下

「太陽光発電設備等」という。）の購入を希望する県民及び事業者（以下「県民等」という。）を募り、

一括して発注することによるスケールメリットを活かした価格低減を促し、太陽光発電設備等の 

更なる普及拡大を図ることを目的とし、本事業を実施するものである。 

 

【共同購入支援事業概略図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の概要 

（１）事業名 

千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業 

（２）事業の内容 

千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業に係る仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（３）事業実施期間 

協定締結の日から令和９年３月３１日まで。なお、完了が令和９年３月３１日以降となる場合

は、協議により協定期間を延長することができる。 

（４）事業実施に係る費用 

事業を実施するために必要となる経費は、支援事業者が太陽光発電設備等の施工事業者から 

得る、契約件数に応じた手数料や自己資金等を充てることとし、県は負担しないものとする。 

３ 参加資格 

以下のすべての要件を満たす者であること。なお、共同で事業を実施する（以下「共同事業体」

という。）場合においては、代表団体が全ての要件を満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

（２）千葉県物品等入札参加資格（委託）を有する者であること。 

 

支援事業者 
（県の公募により選定） 

施工事業者 
（支援事業者が入札により

選定） 

千葉県 

県民・事業者等 

①公募・選定 ②協定締結 

⑥支援事業者が入札で選定 

③広報（県民だより、県ＨＰなど） 

③広報 

④購入希望者の募集 

⑤購入希望の登録 

⑦契約締結・設備の設置 
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（３）応募の日から審査完了の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者

の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けていない者であること。  

（４）応募の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準（昭

和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要

領に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。  

（５）別に設置する「『千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業』支援事業者選考審査委員会」  

（以下、「審査委員会」という。）の委員でないこと。  

（６）審査委員会の委員が自ら主宰し、役員、顧問若しくは構成員として関係する法人及びその他の

組織でないこと。 

（７）共同事業体で応募する場合においては代表する法人を定めること。 

 

４ プロポーザル参加申出に関する事項 

本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の書類を、下記の提出先に持参又は郵送により提出

すること。 

（１）提出書類 

千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業プロポーザル参加申出書（様式１） 

（２）提出期限 

令和６年２月２８日（水）午後５時【必着】 

なお、受付は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午後５時までの間に行う。 

ただし、郵送の場合にあっては、令和６年２月２８日（水）午後５時までに到着したものに限

り受け付ける。 

（３）提出先 

〒260-8667 

千葉市中央区市場町１－１ 千葉県庁本庁舎３階 

千葉県環境生活部温暖化対策推進課 企画調整班 

（電 話：０４３－２２３－４１３９） 

（メール：e-kikaku@mz.pref.chiba.lg.jp） 

 

５ 質問の受付 

募集要項の内容、その他本プロポーザルに関する質問については、次のとおり受け付ける。 

 

（１）質問方法 

質問は、質問書（様式２）を電子メールにより送付すること。 

※メール送信後、電話にて到達確認をすること。（到達確認をせず、システム不具合等で不達

の場合、県は責を負わない。 

（２）受付期間 

令和６年２月２８日（水）午後５時まで 

mailto:e-kikaku@mz.pref.chiba.lg.jp
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（３）質問の回答 

質問に対する回答は、とりまとめの上令和６年２月２９日（木）以降、前記４によりプロポー

ザル参加申出書を提出したすべての者に対し、電子メールにて回答する。 

（４）質問の提出先 

前記４（３）に同じ。 

 

６ プロポーザルへの参加手続き 

参加申出を行い、プロポーザルへの参加を希望する者は、以下の書類を作成し下記の提出先に 

持参又は郵送により提出すること。 

（１）提出書類 

ア 千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業企画提案書（様式３） 

イ 企画提案書（様式４） 

ウ 誓約書（様式５） 

エ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（申請日から３か月以内のもの。） 

オ 納税証明書（国税）（税務署が発行する法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

で、申請日から３か月以内のもの。） 

カ 納税証明書（千葉県税）（千葉県の県税事務所が発行する千葉県税の完納証明書で、   

申請日から３か月以内のもの。千葉県内に事業所がない場合は、本店を管轄する都道府県税

事務所が発行するものに代えることとする。） 

キ 定款又は規約 

ク 直近２事業年度の財務諸表の写し（貸借対照表及び損益計算書） 

ケ 収支見込等（任意様式） 

コ 会社概要書（設立年月日、所在地、事業内容、組織体制等が記載されたもの。パンフ    

レット等による代替も可とする。） 

サ 国、又は地方公共団体において実施した太陽光発電設備等の共同購入支援事業又は類似の

共同購入支援事業の契約書等の写し（３件まで） 

（２）提出部数 

各１部。ただし、（１）イ、ケについては、各１０部。 

（３）提出期限 

令和６年３月７日（木）午後５時【必着】 

なお、受付は土曜日、日曜日及び休日を除く午前９時から午後５時までの間に行う。 

ただし、郵送の場合にあっては、令和６年３月７日（木）午後５時までに到着したものに限り

受け付ける。 

（４）提出先 

前記４（３）に同じ。 
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７ 企画提案書の作成 

プロポーザルへの参加手続きの際に提出する企画提案書（様式４）には、仕様書を参考に以下の

項目について記載すること。なお、仕様書に記載されている内容は最低限実施するものであり、  

企画提案書には、その内容を基に可能な限り具体的な提案を記載すること。家庭用太陽光発電設備

等と事業用太陽光発電設備等について内容が異なる場合は、それぞれについて記載すること。 

（１）事業の実施体制（様式４別紙１） 

統括責任者、プロジェクトリーダー、施工検査に関する業務責任者、コールセンターに関する

業務責任者及び担当者等の人員体制と、それぞれの経験・資格・能力等を具体的に記載すること。

また、それら人員体制の業務内容についても具体的に記載すること。 

（２）事業の実績（様式４別紙２） 

提案者が過去に実施した、太陽光発電設備等の共同購入支援事業又は類似の共同購入支援  

事業※の実績について記載すること。また、本事業を実施する上で重要となるポイントや実績を

踏まえた優位性等があれば、具体的に記載すること。 

※ 類似の共同購入支援事業とは、太陽光発電設備等に限らず物品・サービス等の購入を希望  

する者を募集し、その数を取りまとめた上で、物品・サービス等を提供する事業者を選定し、

購入を希望する者と提供する事業者とのマッチングをサポートする一連の事業をいう。 

（３）事業実施スケジュール（様式４別紙３） 

本事業の開始から完了までの事業実施スケジュールを具体的に記載すること。 

（４）広告宣伝について（様式４別紙４） 

県が行う広告宣伝とは別に、提案者が行う効果的な広告宣伝について、使用する媒体、実施  

方法、実施頻度等、具体的な提案を行うこと。 

（５）太陽光発電設備等の施工事業者の選定について（様式４別紙５） 

太陽光発電設備等を安全かつ確実に設置できる施工事業者の選定について、必要となる基準

（選定基準）の内容や公募から選定までの一連の流れ等、具体的な選定方法を提案すること。 

（６）施工検査について（様式４別紙６） 

太陽光発電設備等の設置、稼働に関する安全性等を担保することができる施工検査について、

実施方法、実施頻度等、具体的な提案をすること。 

（７）問合せ対応について（様式４別紙７） 

本事業に関する問合せや苦情に対応するためのコールセンターの設置について、問合せ方法

（電話、インターネット、メール等）、稼働時間、設置期間等、具体的な提案を行うこと。 

（８）リスク管理について（様式４別紙８） 

本事業を実施するに当たって想定されるリスクやその予防策、対応策について、具体的な提案

を行うこと。 

（想定されるリスクの例） 

・本事業へ参加をして、太陽光発電設備の設置を希望される方が、設置の意向を辞退する  

（以下「辞退者」という。）ことにより、施工事業者に余剰在庫が生じる。 

・支援事業者は、本事業への参加者数を想定して、施工事業者から得る手数料を算定するが、

辞退者が多い場合には、見込んでいた利益を得ることができない等。 
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（９）収支見込等（任意様式） 

本事業に関する収支見込、手数料率及び手数料率算定の基礎となる資料を提出すること。 

（10）企画提案書の作成に当たっての注意事項 

ア 様式４の右上の「識別記号」枠は何も記載しないこと。 

イ 企画提案書（様式４）の書類に、会社名、ロゴマーク等、提案者の名称を識別又は推定    

できる文言等を記載しないこと。 

ウ 本文に使用する文字のフォントサイズは、原則として 10.5ポイント以上とすること。 

 

８ 企画提案書の審査 

（１）選考方法 

受託者の選考は、事務局（千葉県環境生活部温暖化対策推進課）及び審査委員会において、書

類審査及びヒアリングを実施し、提案内容や提案者の実績等について多角的に審査し、最も優れ

た提案をした提案者を選考するものとする。 

ア 書類審査 

参加資格を有する提案者の数が５者以上の場合は、事務局が書面による事前審査を実施する。

事前審査では、事務局が企画提案書等を採点し、審査委員会に参加する４者を選考する。審査

結果は、令和６年３月１３日（水）を目途に提案者全員に通知する。 

なお、本審査を通過しない者は審査委員会に参加することができない。 

イ 審査委員会 

県が設置する審査委員会において、企画提案書、プレゼンテーション及び質疑応答による審

査を行い、最優秀提案者を協定締結候補者に選定する。 

審査委員会は、令和６年３月１８日（月）に県庁にて実施する予定であり、詳細は提案者に

別途通知する。 

（２）提案書の審査項目及び審査基準 

審査に当たっては、「（別表）審査基準」に掲げる項目及び基準により総合的に評価する。 

（３）選考結果 

  審査委員会の選考結果は、応募者全員に郵送で通知する。 
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（別表）審査基準 

表審査項目 配点 審査基準 

事業主体 実施体制 

25 

本事業を効果的に実施できる体制がとられているか。 

（技術者、専門員の配置、組織、人員、サポート体制等） 

事業実績 本事業又は本事業に類似した事業の実績はあるか。 

財務状況 事業者の経営状況は安定しているか。 

事業内容 購入希望者の募集 

（広告宣伝） 

50 

効果的、効率的な広告宣伝の手法（使用する媒体）や  

内容となっているか。 

施工事業者の選定 財務状況、人員、施工実績等を考慮して、安全に太陽光

発電設備等を設置できる選定方法がとられているか。 

施工検査 太陽光発電設備等の施工に関して、専門的知見を有する

者による実施体制、実施方法がとられているか。 

問合せ対応 

（コールセンターの

設置等） 

・事業全体の問合せ、苦情、トラブルに対応できる運用

体制、運用方法がとられているか。 

・専門的知見を有する者による、人員研修、マニュアル

作成がとられているか。 

リスク管理 想定されるリスクへの対応策が講じられているか（購入

辞退者を減らす方策、購入希望者に関するトラブル防止

策（想定される全般的なトラブル防止策）、施工事業者の

余剰在庫を防止する方策等）。 

事業計画（総合評価） 

25 

事業内容の創意工夫、具体性、実現可能性等（募集から

施工までの円滑な事業運営、支援事業者が一定のリスク

を負うか等）を含めた本事業全体の総合評価。 

合計 100 － 

・事業内容のうち「問合せ対応」「リスク管理」については、できる限り具体的な提案内容を記載 

すること。 

・審査委員会において、審査委員の平均得点が 60点を下回る場合は失格とする。 

・審査委員会の委員別に提案者ごとに順位点を付与し、全委員の順位点の合計が最も高い提案者を

優先交渉権者として決定する。なお、順位点の合計が同一である場合は、合議によって優先交渉

権者を決定する。 

 

９ 提案の無効に関する事項 

提案者が次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

（１）前記３に掲げる要件を満たさなくなったとき。 

（２）所定の日時及び場所に提案書を提出しないとき。 

（３）単独で応募した法人が、他で応募する共同事業体の構成員となったとき。 

（４）共同事業体の構成員が、単独での応募又は他の共同事業体の構成員として、重複して応募した

とき。 
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（５）その他、提示した事項及び本プロポーザルに関する条件に違反、あるいは不適切な行為が  

あったとき。 

 

10 協定 

（１）協定締結について 

審査委員会において最優秀提案者に選考された提案者を協定締結候補とし、業務内容の詳細 

及び協定条件等について協議し、合意したのちに協定を締結する。なお、協議が整わなかった  

場合は、次点者と協議を行うものとする。 

（２）協定期間について 

協定締結の日から令和９年３月３１日（日）まで。なお、工事完了が令和９年３月３１日以降

となる場合は、協議により協定期間を完了まで延長することができる。 

（３）留意事項 

ア 採用された提案書の内容については、必要に応じて内容の一部変更・修正を行う場合が 

ある。 

イ 業務の全部を第三者に委託してはならない。ただし、事前に県の承諾を得た上で、業務の

一部を委託する場合はこの限りではない。 

ウ 本業務で得た成果品及び著作権については、全て県に帰属する。 

 

11 その他 

（１）企画提案に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 

（２）企画提案書等の提出書類は返還しないものとする。 

（３）提出期限後の参加申出書又は提案書の再提出及び差し替えは認めない。 

（４）企画提案書等の提出書類は、千葉県情報公開条例（平成 12 年千葉県条例第 65 号）に基づき

開示される場合がある。 

（５）企画提案に使用する言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成    

4年法律第 51号）に定める単位に限るものとする。  
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様式１ 

令和 年 月 日 

 

千葉県知事  熊谷 俊人 様 

 

（申請者） 

所在地  

団体名  

代表者職氏名            

 

 

 

千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業 

プロポーザル参加申出書 

 

「千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業」に参加を希望するので、申し出ます。 

なお、当プロポーザルの参加資格要件を全て満たしていることを誓約します。 

 

 

 

 

[担当者連絡先] 

部 署 名  

職 ・ 氏 名  

電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

電子メール  
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様式２ 

質  問  書 

質 問 日 令和  年   月   日 
整理番号 

(県で記載) 
 

団 体 名  

質問者連絡先 

担 当 部 署 名  

担 当 者 職 ・ 氏 名  

電話番号（内線番号）  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

電 子 メ ー ル  

 

質 問 項 目  

内 容 

注）質問書は、質問１問につき１枚とすること。  
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様式３ 

千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業企画提案書 

 

令和 年 月 日 

 

千葉県知事  熊谷 俊人  様 

 

（提案者） 

所在地  

団体名  

代表者職氏名            

 

標記業務について、下記の関係書類を添えて提案します。 

記 

添付資料 

１ 企画提案書（様式４） 

２ 誓約書（様式５） 

３ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

４ 納税証明書（国税） 

５ 納税証明書（千葉県税） 

６ 定款又は規約 

７ 直近２事業年度の財務諸表の写し（貸借対照表及び損益計算書） 

８ 収支見込等（任意様式） 

９ 会社概要書 

10 本事業又は類似の共同購入支援事業の契約書等の写し 

 

（担当者連絡先） 

部 署 名  

職 ・ 氏 名  

電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

電子メール  
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様式４ 

 

 

 

 

 

 

企画提案書 

 

 

事業名 千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業 

 

添付書類 

・別紙１ 事業の実施体制 

・別紙２ 事業の実績 

・別紙３ 事業実施スケジュール 

・別紙４ 広告宣伝について 

・別紙５ 太陽光発電設備等の施工事業者の選定について 

・別紙６ 施工検査について 

・別紙７ 問合せ対応について 

・別紙８ リスク管理について 

・収支見込等（任意様式） 

 

事業概要について 

（太陽光発電設備等の共同購入支援事業の実施地域や実施方法、共同購入への参加見込数、太陽光発電設

備等の導入見込数など、事業の概要（全体像）について記載すること。） 

注１：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 

注２：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。  

識別記号 

（県で記載） 

 

社 
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別紙１ 

 

１（１）事業の実施体制 

役割 
氏名 

(所属部署・役職) 
予定従事者数 

経験・資格・能力

等 
業務内容 

統括責任者  
 

  

プロジェクトリーダー  
 

  

施工検査業務責任者  
 

  

コールセンター 

業務責任者 
 

 
  

サポート体制  
 

  

  
 

  

  
 

  

注１：所属部署・役職については、共同事業体の場合は、法人名を記載すること。 
注２：所属部署、役職については、再委託を行う場合は、再委託先の法人名、所属部署等を記載する   

こと。 
注３：予定従事者数については、再委託を行う場合は、再委託先の法人名を記載すること。 
注４：サポート体制については、主体的に事業を行う実施体制以外に、事業をサポートできる体制が  

整っている場合には、その内容を記載すること。 
注５：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 
注６：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 

 

 （２）県との連絡体制 

（連絡体制図及び連絡先） 
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別紙２ 

 

２（１）事業の実績 

№ 法人名 実施時期 実施場所 内容 成果 

１ 
     

２ 
     

３ 
     

４ 
     

５ 
     

 
     

注１：太陽光発電設備等の共同購入支援事業又は類似の共同購入支援事業※について実績を記載する こ

と。 

   ※類似の共同購入支援事業とは、太陽光発電設備等に限らず物品・サービス等の購入を希望  

する者を募集し、その数を取りまとめた上で、物品・サービス等を提供する事業者を選定し、

購入を希望する者と提供する事業者とのマッチングをサポートする一連の事業をいう。 

注２：事業の成果を証するものがある場合は可能な範囲で資料添付すること。 

注３：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 

 

（２）実績を踏まえた優位性等 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 

注２：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 

（実績を踏まえた自社の優位性等がある場合には具体的に記載すること。） 
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別紙３ 

３ 事業実施スケジュール 

（住宅用太陽光発電設備等） 

 令和６年 令和７年 
項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 
購 入
希 望
者 募
集 

            

広告 
宣伝 

            

施 工
事 業
者 募
集・選
定 

            

コ ー
ル セ
ン タ
ー 設
置 

            

HP 構
築・運
用 

            

施工             

施 工
検査 

            

             

注１：線表等を用いて、事業の開始から、完了までの事業実施スケジュールを具体的に記入すること。 
注２：仕様書に記載された業務は漏れなく記載すること。 
注３：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 
注４：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 
注５：令和７年度以降のスケジュールも本様式に準じて作成すること。

←記載項目の例 
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（事業用太陽光発電設備等） 

 令和６年 令和７年 

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

購 入

希 望

者 募

集 

            

広 告

宣伝 

            

施 工

事 業

者 募

集・選

定 

            

コ ー

ル セ

ン タ

ー 設

置 

            

HP 構

築・運

用 

            

施工             

施 工

検査 

            

             

注１：線表等を用いて、事業の開始から、完了までの事業実施スケジュールを具体的に記入すること。 
注２：仕様書に記載された業務は漏れなく記載すること。 
注３：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 
注４：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 
注５：令和７年度以降のスケジュールも本様式に準じて作成すること。

←記載項目の例 
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別紙４ 

 

４ 広告宣伝について 

（県が行う広告宣伝とは別に、提案者が行う効果的な広告宣伝について、使用する媒体、実施方法、実施

頻度等、具体的な提案を行うこと。） 

注１：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 

注２：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 
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別紙５ 

 

５ 太陽光発電設備等の施工事業者の選定について 

（太陽光発電設備等を安全かつ確実に設置できる施工事業者の選定について、必要となる基準（選

定基準）の内容や公募から選定までの一連の流れ等、具体的な選定方法を提案すること。） 

注１：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 

注２：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 
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別紙６ 

 

６ 施工検査について 

（太陽光発電設備等の設置、稼働に関する安全性等を担保することができる施工検査について、実

施方法、実施頻度等、具体的な提案をすること。） 

注１：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 

注２：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 
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別紙７ 

 

７ 問合せ対応について 

（本事業に関する問合せや苦情へ対応するためのコールセンターの設置について、問合せ方法（電

話、インターネット、メール等）、稼働時間、設置期間等、具体的な提案を行うこと。） 

注１：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 

注２：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 



20 

 

別紙８ 

 

８ リスク管理について 

（本事業を実施するに当たって想定されるリスクやその予防策、対応策について、具体的な提案を

行うこと。） 

（想定されるリスクの例） 

・本事業へ参加をして、太陽光発電設備の設置を希望される方が、設置の意向を辞退する（以下

「辞退者」という。）ことにより、施工事業者に余剰在庫が生じる。 

・支援事業者は、本事業への参加者数を想定して、施工事業者から得る手数料を算定するが、辞

退者が多い場合には、見込んでいた利益を得ることができない等。 

 

注１：記入欄が足りない場合は、本様式に準じて作成・追加すること。 

注２：本様式以外に補足説明のための資料添付は可とする。 

 


